
下区ちくせん実行委員会 規約 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この組織は、下区ちくせん実行委員会（以下「実行委員会」）という。 

（事務所） 

第２条 実行委員会は、主たる事務所を美郷町西郷山三ケ５６７番地に置く。 

（目的） 

第３条 実行委員会は、下区の課題や情報を共有し、地区の将来像や地域の実情に合った活動

について話し合い、持続可能で住みやすい地域づくりを進めることを目的とする。 

（事業） 

第４条 実行委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 (１) 地域の人口減少に歯止めをかける事業 

 (２) 地域の課題解決を図る事業 

 (３) 地域の農業振興に係る事業 

 (４) その他、実行委員会の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章 組織等 

（組織） 

第５条 組織は、下区ちくせん実行委員会と実行委員会が運営する「新たな村づくりプロジェ

クト」 が一体となるもので組織図(別表１)のとおりとする。 

（構成員） 

第６条 組織の構成員は以下のとおりとする。 

（１）実行委員会の構成員は各小組合の代表制とし(別表２-１)のとおりとする。 

（２）「新たな村づくりプロジェクト」の構成員は（別表２-２) のとおりとする。 

（役員・職務） 

第７条 組織運営においての役員・職務は以下のとおりとする。なお、以下の役員は、第６条

の（１）の構成員(別表２-１)の中から委員の合意において選任する｡ 

 役 員 職  務 

実行委員会 実行委員長    １名 会務を総理し、実行委員会を代表す

る｡ 

副実行委員長   １名 実行委員長を補佐し、委員長に事故

等があるときはその職務を代理し、

委員長が欠けたときは、その職務を

行う。 

書記・会計    １名 実行委員会の経理事務を担当する。 

新たな村づくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ   １名 会務を総理し、プロジェクトを代表

する｡ 



（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、３年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は再任されることができる。 

 

第３章 会議 

（会議） 

第９条 組織の運営にあたり次の会議を開催する。 

(１) 戦略会  

 (２) 全体会 

（３） 専門部会 

（戦略会） 

第１０条 戦略会は、「新たな村づくりプロジェクト」を含めた組織の最高議決機関で、必要

に応じて開催する。 

２ 戦略会は、構成員(別表２-１)の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者全員によっ

てこれを決する。 

３ 戦略会は、下区ちくせん実行委員長が報告する、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (１) 調査・事業計画及び事業実績に関する事項 

 (２) 委員の承認に関する事項 

（３） 予算及び決算に関する事項 

 (４) その他、実行委員会の運営に関し必要な事項 

４ 戦略会には次の役員をおく。 

  議長１名 

書記 1名 

５ 議長は副実行委員長が務め会の議事進行を行う。副実行委員長が会に出席できない場合は、

出席構成員のうちから選出する。 

６ 書記は書記・会計が行う。 

７ 書記は戦略会の議事について、会議の運営状況、議事の進行等を記載した議事録を作成し

ければならない。なお、議事録は第２条の事務所に備え付けておかなければならない｡ 

（全体会） 

第１１条 全体会は、プロジェクト全体の情報共有・意思統一の場で、毎年１回以上、開催す

る。ただし、プロジェクトリーダーが必要と認めた場合、臨時会を開催しなければなら

ない。 

２ 全体会は、下区ちくせん実行委員会が報告する次の各号に掲げる事項について意見出しを

行う。 

 (１) 調査・事業計画及び予算・事業実績に関する事項 

 (２) 役員の承認に関する事項 

 (３) その他、プロジェクトの運営に関し必要な事項 

３ 全体会には次の役員をおく。 

  議長 1名、書記 1名 



４ 議長は下区ちくせん実行委員会の副実行委員長が行い、全体会の議事進行を行う。 

５ 書記は下区ちくせん実行委員会の書記・会計が行う。 

６ 書記は全体会の議事について、会議の運営状況、発言内容、議事の進行等を記載した議事

録を作成しければならない。 

（専門部会） 

第１２条 実行委員会の事業を促進するために専門部会を設置する。 

２ 専門部会は、地区住民（事業者）及び関係団体職員からなる部員をもって構成するものと

し、下区ちくせん実行委員会が取り組む事業について連携して取り組むものとする。 

３ 専門部会はプロジェクトリーダーが招集し、各種調査・事業計画策定の議論、調整、運営

を行う。 

４ 専門部会の構成員は第 6条（２）別表２-２のとおりとする。 

 

第４章 事務局 

（事務局） 

第１３条 実行委員会の業務を円滑に執行するため、事務局を置く。 

２ 事務局は下区ちくせん実行委員長が行うものとする｡ 

（書類及び帳簿の備付け） 

第１４条 事務局は第２条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなけ  

ればならない。 

（１） 実行委員会規約 

（２） 会の議事録 

（３） 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 

 

第５章 会計 

（事業年度） 

第１５条 実行委員会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる｡ 

（資金） 

第１６条 実行委員会の資金は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 国、県、町の交付金又は補助金 

（２） 個人、企業等による寄付金 

（３） その他の収入 

２ 資金調達方法等は、戦略会によってこれを決する。 

（年度事業計画及び収支予算） 

第１７条 実行委員会の年度事業計画及び収支予算は、下区ちくせん実行委員会委員長で作成 

し戦略会で出席委員全員の承認を得なければならない。 

（会計帳簿の整備） 

第１８条 下区ちくせん実行委員会の書記・会計は、収支に関する証拠書類及び帳簿を整備す 

る。 

 



（監査等） 

第１９条 下区ちくせん実行委員会の書記・会計は収支決算書等を年度末（3月迄）に作成し、

監査役に監査を受けなければならない。 

２ 監査役は監査報告書を作成し、戦略会で出席委員全員の承認を得なければならない。 

３ ちくせん実行委員長は、第１項に掲げる書類及び前項の監査報告書について、これを第２

条の事務所に備え付けておかなければならない｡ 

（会が解散した場合の残余財産の処分） 

第２０条 実行委員会が解散した場合において、残余財産があるときは、国、都道府県、町の

交付金又は補助金については、関係する法令、規則等に従い、適切に処理するものとす

る。 

 

第６章 雑則 

(情報等の公開) 

第２１条  実行委員会の会議等は公開を原則とし、事業計画(案)、事業報告、予算決算につい

てもできる限り地域住民に広く周知するものとする。 

（設立年月日） 

第２２条 実行委員会の設立年月日は、令和４年１０月１日とする。 

（規約改正） 

第２３条 この規約は、戦略会の同意をもって改正することができる。なお、この規約に定め

るもののほか、実行委員会の運営に必要な事項については、協議の上で別に定める。 

 

附 則 

この規約は、令和７年１月８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別表１) 

下区ちくせん実行委員会 組織図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別表２－1) 

下区ちくせん実行委員会 構成員 

 

NO 氏名・団体名等 役 割 小組合 

１ 高城 嘉樹 ちくせん実行委員長 小八重 

２ 甲田 伊直 ちくせん実行副委員長 大久保 

３ 黒木 裕明 ちくせん実行委員 書記・会計 小八重 

４ 本吉 重喜 ちくせん実行委員 小八重 

５ 松尾 律子 ちくせん実行委員 山須原 

６ 甲斐 章紀 ちくせん実行委員 鳥の巣 

７ 中田 甚宏 ちくせん実行委員 中尾 

８ 奈須 俊明 ちくせん実行委員 小八重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別表２－２) 

下区 新たな村づくりプロジェクト 構成員 

 

NO 氏名・団体名等 役割 所属会議等 

１ 本吉 重喜 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ ちくせん実行委員 

２ 高城 嘉樹 委員 ちくせん実行委員長 

３ 甲田 伊直 委員 ちくせん実行副委員長 

４ 黒木 裕明 委員 ちくせん実行委員 書記・会計 

５ 松尾 律子 委員 ちくせん実行委員 

６ 甲斐 章紀 委員 ちくせん実行委員 

７ 中田 甚宏 委員 ちくせん実行委員 

８ 奈須 俊明 委員 ちくせん実行委員 

    

９ 美郷町役場農林振興課 主査 委員 農業部会員 

10 下地域集落協定代表  委員 農業部会員【会計監査役】 

11 下地域集落協定会計  委員 農業部会員 

12 大久保農業者代表  委員 農業部会員 

13 大久保農業者代表  委員 農業部会員 

14 山須原農業者代表  委員 農業部会員 

15 山須原農業者代表  委員 農業部会員 

16 鳥の巣農業者代表  委員 農業部会員 

17 鳥の巣農業者代表  委員 農業部会員 

    

18 下区区長 委員 オブザーバー 

19 下区区長代理 委員 オブザーバー 

20 下区書記会計 委員 オブザーバー 

21 小八重小組合長 委員 オブザーバー 

22 中尾・大久保小組合長 委員 オブザーバー 

23 山須原小組合長 委員 オブザーバー 

24 鳥の巣小組合長 委員 オブザーバー 

25 谷内小組合長 委員 オブザーバー 

    

    

 

 


